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１．策定の趣旨 

●長崎県は変化に富んだ美しく豊かな自然、海外の文物や文化を受け入れながら多くの人と交流し栄

えてきた歴史と個性豊かな文化に加え、最近では、西九州新幹線の開業や、長崎を本拠地とするスポ

ーツチームの躍進など、魅力にあふれた私たちの「ふるさと」です。 

●県民が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、生まれてから、健やかな生活と老後を過ごし、そ

して人生の最終段階を迎えるまで、必要に応じて、いつでも適切な「医療」を受けられることが不可

欠です。 

●本計画は、県や医療関係者はもとより、県民が一体となって、良質でかつ適切な医療を効率的・効果

的に利用できる体制づくりを目指すため、本県の現状や抱える課題を明確にし、それに対する施策の

方向性を分かりやすくお示しするものです。 

●全国的に出生数の減少が続く中、人口の流出も多い本県は、高齢化と人口減少が進み、都市部での活

力の低下、離島やへき地の過疎化など、すでに指摘されている地域の課題がさらに顕著になることが

予想されています。本県は全国に比べ高齢化のスピードが早く、医療圏によっては、医療のニーズが

既にピークアウト、もしくは近い将来に介護サービスのニーズと併せてピークアウトすると見込ま

れています。 

●医療や介護を取り巻く状況をみてみると、地域の医療を支えている医師、歯科医師、薬剤師や看護職

員等の医療人材、訪問看護・介護等に携わる人材の不足と地域偏在が深刻となる中で、生産年齢人口

の減少や医師の働き方改革の開始等により、更に厳しい状況になることが予想されています。また、

認知症の方や、単身や夫婦のみの高齢者世帯の増加による、地域における介護力の低下なども大きな

問題となっています。 

●更に、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大では、医療提供体制に多大な影響が生じ、救急医

療をはじめ、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域における入院・外来・在宅にわたる医療

機能の分化・強化、連携等の重要性や、適切な役割分担の下での医療提供の重要性が、再認識されま

した。 

●こうしたことから、将来においても医療や介護などの社会保障制度が持続できるよう、人材や財源な

ど限られた資源を可能な限り効率的かつ効果的に活用するという視点に立つとともに、情報通信技

術の活用や医療分野のデジタル化の推進により、医療や介護を支える体制を構築していく必要があ

ります。 

●国は、平成 26 年６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律」（以下、「医療介護確保推進法」という。）を制定し、都道府県が「地域医療構想」

を策定し、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を推進すること、また、医療と介護が一体となっ

て、住み慣れた地域で住まい、医療、介護・予防、生活支援を切れ目なく提供する体制（以下、「地

域包括ケアシステム」という。）の構築を図ること、そして国と県が地域医療介護総合確保基金（以
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下、「基金」という。）を設置し、安定的な財源の確保を行うこととしました。 

●本県では、医療法に基づき、昭和 63 年３月に「長崎県地域保健医療計画」を初めて策定し、その後

ほぼ５年ごとに計画の見直しを行ってきました。今回の計画は、平成 30 年３月に策定した第７次医

療計画（平成 30 年４月～令和６年 3 月）が終期を迎え、医療介護確保推進法を受けて平成 26 年 9

月に出された「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的方針」（以下「総合確保

方針」という。）、総合確保方針を踏まえて改正された「医療提供体制の確保に関する基本方針」に基

づき、新たに「第８次長崎県医療計画」として策定するものです。 

●今回の計画の策定にあたっては、この総合確保方針に記された国の改革の方向性を踏まえ、本県の現

状や課題を反映したうえで、「いつでも、どこに住んでいても、適切な医療が効果的かつ効率的に行

われる」体制の構築を図ることとしています。 

２．計画の性格 

●医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第１項に基づき、都道府県が策定する医療計画で

す。 

●本県における医療施策の基本指針であり、長崎県総合計画及び長崎県福祉保健総合計画の医療部門

計画です。 

●医療の確保に関する事項を定める他の計画との整合性を保つとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉そ

の他医療と密接に関係する施策との連携を有するものです。  

●市町及び保健医療関係機関・団体等における施策推進の方向性を示すとともに連携体制を促進する

役割を持つものです。 

●県民の自主的、積極的な活動を促すとともに、県民に地域の医療機能情報を提供する役割をもつもの

です。 

３．計画の期間 

●医療計画の期間は、令和６年度から 11 年度までの 6 年間とします。 

●医療計画と同時に３年間の計画として策定される「介護保険事業（支援）計画」との整合性を図るた

め、中間年の 2026 年（令和８年）において、見直しを行います。 
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１．計画の基本的理念 

●「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ 2025」や「長崎県福祉保健総合計画」では「人・産業・地

域を結び、新たな時代を生き抜く力強い長崎県づくり」、「県民一人ひとりの尊厳が保たれ、住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けることができる持続可能な地域共生社会の実現」という基本理念が掲

げられています。 

●本計画ではこれらに基づき、「県民の医療に対する安心及び信頼の確保を図るとともに、良質かつ適

切な医療を効率的に提供する体制の構築」を基本的理念とします。 

２．基本的な考え方 

●「基本理念」を計画全体に反映するため、次に示す基本的な考え方に基づいて策定しています。 

（１）県民の視点にたった医療連携体制の構築 

●県民の医療に対する安心や信頼を確保しながら、症状に応じた質の高い医療を適切に受けることが

できるよう、高度医療を担う病院から身近な地域の診療所まで、それぞれの役割を踏まえた機能分

化・連携を推進し、切れ目のない医療連携体制の構築に取り組みます。 

●医療技術の進歩により、医療は専門化・多様化しています。県民が主体的に医療を選択できるよう、

医療機関でどのような診療が行なわれ、病気になったときにどのような治療が受けられるのかなど、

県民・患者にとって分かりやすい形で医療情報を提供します。 

（２）医療・介護が一体となった切れ目のない体制の構築 

●高齢化により、医療と介護の複合ニーズを有する人が増加することが見込まれます。地域医療構想に

基づき、急性期から回復期、慢性期まで含めた一体的で効率的な医療提供体制の構築を進めるととも

に、医療から介護へと切れ目のない支援体制を構築するため、市町と連携した取り組みを進めます。 

（３）質の高い人材の確保 

●医療及び介護の提供体制の整備には、質の高い人材を継続的に確保していくことが不可欠であり、人

材の育成、就業の促進、勤務環境の改善等、質の高い人材の確保に関する取組を進めることが重要で

す。 

●2024 年から開始される医師の働き方改革や、生産年齢人口の減少に伴う人手不足など、医療や介護

を取り巻く環境の変化に対応しながら、医療及び介護の連携の核となる人材の確保・育成に取り組む

とともに、在宅医療における多職種連携をはじめ、薬局における健康づくりのサポートや、自宅等で

の服薬指導及び処方提案、歯科衛生士による在宅での口腔ケア、理学・作業療法士等の専門職による

地域でのリハビリテーションの提供など、多職種の連携による地域で支える環境づくりを推進しま

す。 

第２節 計画の基本的な考え方 
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（４）地域の実情を反映した医療提供体制の構築 

●本県には離島やへき地が多く、交通アクセスに加え、高齢化等の人口動態、医療・介護ニーズの程度、

医療・介護資源等について、本土と大きな違いがあります。また、既に高齢者数の減少を含めた人口

減少が進む地域がある一方、都市部では高齢者数が引き続き増加することが見込まれ、地域差は一層

大きく、また多様になっていくと考えられます。 

●地域の実情に応じた医療提供体制を構築するため、市町や地域の医療関係者、そして県民を含めた連

携体制を強化し、地域における多様な医療提供体制の課題の解決に取り組みます。 

（５）健康づくり（疾患予防）との連携 

●がん、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、認知症は、生活習慣によって発症するリスクが左右されるこ

とが分かっている代表的な疾病です。このため、「健康ながさき 21」等の各種計画との調和を図り、

健康づくりから疾病の予防、治療、リハビリテーションまでが有機的に連携した体制の構築に取り組

みます。 

（６）情報通信技術（ICT）の活用 

●限られた資源で効率的に医療・介護サービスを提供するためには、医療・介護サービス利用者も含め

た関係者間での適時適切な情報共有が不可欠であり、情報通信技術（ICT）は極めて有効な手段です。 

●本県では医療情報ネットワーク「あじさいネット」の構築を推進してきました。多くの人が安心して

利用するために、個人情報保護や運用コストに配慮しながら、多職種が参加し、地域包括ケアシステ

ムに貢献するネットワークの構築を支援します。 

●離島、へき地など医療機関の抱える時間的・距離的制約に対応すると共に、医療の質の向上や効率化

を図るため、ICT 機器やオンライン診療の活用を促進します。 

３．計画のポイント 

（１）超高齢社会・人口減少社会における持続可能な医療体制の構築 

●人口構造の変化や人口減少に対応できる、持続可能な医療体制を確保するため、地域の関係者との協

議等により地域の実情を踏まえた効率的・効果的な病床機能の分化・連携を進めます。 

●高齢化に伴い、がん、脳卒中、心筋梗塞や糖尿病等の主要な疾患をはじめ、認知症、肺炎や骨折とい

った疾患が増加しています。疾病予防・介護予防まで含めた体制の充実を図るとともに、医療・介護

の複合ニーズを有する高齢者に対応するため、医療機関の機能分担と連携による体制の整備を推進

します。 

（２）新興感染症の発生・まん延時や災害時等に備えた医療体制の整備 

●新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応での最大規模の体制を目指しつつ、地域の

実情を考慮し、医療機関の機能や役割に応じた協定締結等を通じて、新興感染症に対応する医療及び

通常医療の提供体制の確保を図ります。 
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●災害拠点病院や関係団体との連携を強化し、災害医療体制の充実を図ります。 

（３）医療従事者の効果的な確保 

●本県は人口あたりでみると、全国と比較して医師数、看護職員数は多い状況にあります。しかし、都

市部への偏在がみられ、離島・へき地における確保等が課題となっています。 

●医師の育成機関である長崎大学病院等と連携し、厚生労働省が示す医師偏在指標が相対的に低い医

療圏域の医師の確保や偏在対策に取り組むとともに、看護職員については、医療・介護需要を踏まえ

「新規養成」「再就業支援」「離職防止・定着促進」「資質向上」の 4 本柱での育成・確保に取り組み

ます。 

●人口 10 万人あたりの薬剤師数は全国平均を下回っている状況にあります。また、薬剤師偏在指標の

低い医療圏及び業態がみられ、薬剤師確保が課題となっています。 

●長崎大学、長崎国際大学、県薬剤師会及び県病院薬剤師会と連携し、薬剤師の確保や偏在対策に取り

組みます。 

（４）介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保 

●本計画の策定においては、医療の確保に関する内容を含む計画との調和を図るとともに、政策的に関

連の深い施策と連携し進めるため、関係計画との整合性を図ります。 

（５）具体的な指標の設定による政策循環の強化 

●国における診療報酬のデータベース（ナショナルデータベース（NDB））等を活用し、データに基づ

いた現状の分析・課題の把握を行い、施策を実行し、具体的な指標を用いて進捗評価を行い、各疾患、

地域の関係者による議論を行いながら医療計画を見直すという「政策循環」の仕組みを推進します。 
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３．計画の構成 

●本計画は、８つの章で構成されており、それぞれの章の主な内容は次のとおりです。 

第1章 

総論 

・計画策定の趣旨、基本的な考え方や計画の推進体制、事業推進や体制

整備にあたっての地域単位である「医療圏」と基準病床数の設定、そし

て人口動態、患者・医療提供体制等のデータにより、本県の現状を示し

ます。 

第２章 

5 疾病６事業

及び在宅医療 

・生活習慣病など、患者数が多く継続的な医療が必要な５つの疾病（が

ん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病（慢性腎臓病）、精神疾患）と、政策的

に推進すべき６つの事業（離島へき地、救急、小児、周産期、災害医

療、新興感染症の発生・まん延時における医療）及び在宅医療に関する

現状、課題、施策の方向性を示します。 

第３章 

主要な分野の

医療提供体制 

・5 疾病６事業及び在宅医療以外で、特に重点的に取り組む 6 つの分野

（リハビリテーション、難病・アレルギー、結核・感染症、臓器移植、

高次・救急歯科医療）に関する現状、課題、施策の方向性を示します。 

第４章 

地域医療構想 

・団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年に向けて、入院や在宅で

の医療が必要な患者数や病床数を推計し、患者像に応じた病床の機能分

化や在宅医療等を含めた連携体制の構築を進めるため、施策の方向性を

示すとともに、PDCA サイクル等による地域医療構想の推進について方

向性を示します。 

第５章 

医療の安全確

保と医療サー

ビス 

・医療の安全を確保するための取組や、地域包括ケアシステムにおける

効率的な連携体制の構築に向けた医療の情報化、医薬品の安定確保・サ

ービスの充実等に向けた薬局の役割等を示します。 

第７章 

地域医療を担

う人材の確保

と資質の向上 

・医師、歯科医師、看護職員、薬剤師、歯科衛生士・歯科技工士、リハ

ビリテーション専門職・診療放射線技師・管理栄養士（栄養士）につい

て、現状と課題、質の高い人材を確保するための施策の方向性を示しま

す。 

第８章 

二次医療圏ご

との課題と施

策の方向性 

・各二次医療圏における関係者による協議を踏まえた課題や施策の方向

性を示すことで、地域の実情に応じて、地域医療構想を含む医療計画の

取組を着実に推進します。 

第６章 

外来医療に係

る医療提供体

制の確保 

・二次医療圏単位における外来医療に係る医療提供体制を確保するた

め、地域における外来医療に関する現状及び課題を明らかにしながら、

充実が必要な外来機能や外来機能に関する連携強化、偏在是正等につい

て示します。 
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４．各節の構成 

●本計画では、主な章の各節の構成を次のとおり統一しています。 

（１）疾病、事業等の概要 

●疾病、事業等の全体における位置づけが分かるよう、最近の医療技術の動向や、国、県の施策の方向

性など、概要を記載しています。 

（２）本県の現状と課題 

●患者の状況や医療機関の数、医療連携体制の現状など、データを基にした現状と課題に加え、データ

のみでは表現することができない、各疾病、事業に関する会議及び地域ごとの会議などで指摘された

現状や課題についても盛り込んでいます。 

（３）施策の方向性 

●本県の現状と課題を踏まえて、施策の方向性を示しています。それぞれの施策は、県や医療従事者の

みが取り組むものだけでなく、医療機関、関係団体、介護サービス従事者、市町等をはじめ、県民が

一体となって取り組んでいくべき「方向性」として示しています。 

●施策の方向性に基づいて、「第 3 節 計画の推進体制」で明記している協議の場における検討などを

踏まえ、実現に向けた具体的な方法を検討することとなります。 

（４）成果と指標 

●施策の方向性の成果を測るものとして最もふさわしい指標（ストラクチャー・プロセス指標）を、毎

年度測定可能なものから選んでいます。また、施策の成果が、最終的に住民に対してどのような効果

をもたらしたかをアウトカム指標として設定しています。目標に対する達成状況を比較、評価したう

えで、関係者による検討を行い、必要に応じて施策や指標の見直しを行います。 
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５．県が策定する他の計画との関係 

●本計画と、県が策定する主な計画との関係性は、次のとおりです。 

 

 

  

 

健康保持の促進及び医療の効率的な

推進等により医療費の適正化 

医療費適正化計画 

がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿
病等生活習慣病の予防の取組 

医療機能の分化・連
携による効果 

生活習慣病の予防、ジェネ
リック医薬品の推進 

介護サービス基盤の整備に対

して広域的調整を行い、介護

保険事業の円滑な実施を支援 

介護保険事業支援計画 

在宅医療等が必要な患
者の整合性の確保 

生活習慣の改善、生活習慣病の発症

予防・重症化予防等 

健康ながさき21 

障害者が住みなれた地域で自立した

生活が送れるよう支援 

障害福祉計画 

精神疾患の患者の地
域移行への取組 

※政策的に関連の深い他の計画に、医療計画に記載するべき事項と同様の内容を記載することが定められている場合には、 

医療計画上で、これらの計画の対応する箇所を明確に示すことで、具体的な記載に代替することとして差し支えない 

こととされた。 

感染拡大に対応可能な医療機関・病

床等の確保 

感染症予防計画 

長崎県医療計画 

 （医療計画と一体的に策定） 

・地域医療構想 

・外来医療計画 

 （政策的に関連の深い計画〔※〕） 

  ・医師確保計画 

・がん対策推進計画 

  ・循環器病対策推進計画 

数値目標を中心とした
内容の整合性の確保 
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１．計画の推進体制 

●医療・保健・福祉のサービスの提供主体は、県や市町、福祉関係団体、医療機関等数多くあり多元化、

複雑化しています。県民が必要とするサービスを切れ目なく、効率的・効果的に利用できる体制を確

保するためには、行政だけでなく、関係機関、そして県民を含めた情報共有や連携体制の強化を図る

ことが必要です。  

●行政をはじめ、各サービス提供機関等は、医療・保健・福祉に関する情報の収集・ 整理に努め、関

係機関相互の情報の共有化を図るとともに、県民自らが最適なサービスを選択できるよう、迅速かつ

的確な情報提供を行うことが必要です。 

●県は、関係機関等で組織する各協議会を定期的に開催し、情報の共有を図るとともに、本計画に対す

る幅広い意見に基づく進捗管理により、必要に応じて、計画の見直しを行います。 

（１）長崎県保健医療対策協議会  

●本計画を推進し、医療提供体制の整備促進を行うため、関係医療機関・団体、学識経験者、県議会、

関係行政機関からなる「長崎県保健医療対策協議会」（昭和 57 年２月設置）において、必要に応じ

て協議、連絡及び調整を行います。 

●長崎県保健医療対策協議会には、企画調整部会、救急医療対策部会、離島医療部会等の専門部会が設

置され、必要に応じてそれぞれの専門的観点からの検討を行っています。 

●本計画の策定にあたって、各専門部会等を開催し、医療関係者等による協議を行い、その意見を反映

いたしました。本協議会と専門部会等を中心として、計画全体の進捗管理を行います。 

（２）地域保健医療対策協議会 

●本計画の推進について、地域ごとに具体的な協議を行うため、県内の保健所単位に 10 箇所の「地域

保健医療対策協議会」を設置しています。長崎、佐世保県北医療圏には、それぞれ県と市（長崎市、

佐世保市）の保健所が設置されています。 

●地域保健医療対策協議会には、医療、介護、行政関係者に加え、福祉、教育等幅広い関係者が参加し

ています。住民に身近な在宅医療、介護に関する課題や施策、生活習慣病の予防の取組など、地域の

実情を反映した協議を行うほか、二次医療圏を中心とした計画の進捗管理を行います。 

（３）地域医療構想調整会議 

●「地域医療構想調整会議」は、医療法第 30 条の 14 に基づき、平成 27 年度に設置しました。地域

医療構想調整会議では、地域医療構想の実現のため、二次医療圏単位で、主に医療機能の分化・連携

等について協議を行います。詳しくは「第 4 章第４節 構想の実現に向けた考え方」をご覧くださ

い。 

第３節 計画の実効性を高める仕組み 
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（４）保健所 

●本県には、現在 10 の保健所（県立８保健所、長崎市・佐世保市保健所）が設置されており、市町及

び関係機関との緊密な連携のもとに、地域保健の広域的・専門的・技術的な拠点として事業の推進を

行っています。 

●県立保健所は、複数の市町を管轄する連携拠点、健康危機管理の地域拠点として、精神保健福祉、難

病、感染症、地域リハビリテーション等、本計画に関係する事業を推進しています。また、市町の在

宅医療や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を支援するほか、「第８章 二次医療圏ごとの課

題と施策の方向性」の実現に向け、課題の整理等を行います。 

（５）市町 

●市町は住民に最も身近な医療・保健・福祉サービスを担っており、介護保険事業や、保健事業、福祉

施策などを行なっています。地域で安心して療養できる体制づくりにあたっては、医療、介護が一体

となった切れ目のないサービスの提供が重要であり、市町の役割がますます重要になっています。 

●本計画の推進にあたって、市町は、一次医療圏の構成単位として、県（県立保健所を含む）と連携し、

地域の初期救急医療やかかりつけ機能の強化等、医療提供体制の整備を推進します。 

（６）医療提供施設 

●医療提供施設は、良質で適切な医療を提供するとともに、それぞれの施設が有する医療機能に応じ

た、病病連携・病診連携を推進し、患者に対する切れ目のない医療提供に努めるほか、本計画の各章

に明記された「施策の方向性」の実現に向けて、必要な役割を果たします。 

（７）各種団体 

●県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県栄養士会などをはじめとする関係団体は、地

域の医療・保健・福祉の推進に大きな役割を果たしています。各団体は、相互に連携し、それぞれの

専門分野から、本計画の各章に明記された「施策の方向性」の実現に向けて、必要な役割を果たしま

す。 

（８）県民 

●サービス利用者の立場から地域の医療体制へ関心を持つとともに、地域の医療体制を支える協力者

としても重要な役割があり、本計画を推進する主体と言えます。「施策の方向性」の実現にあたって

は、県民が一体となって取り組む必要があります。 

２．医療提供施設の役割 

（１）特定機能病院 

●特定機能病院は、医療機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高

度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院として、厚生労働大臣が個別に承認するもの

です。平成５年施行の医療法二次改正により新たに導入された制度です。 
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●令和 4 年 12 月 1 日現在、特定機能病院は全国で 88 病院が承認を受けており、県内においては、

「国立大学法人長崎大学病院」が承認されています。 

●かかりつけ医とのさらなる機能分担を図る目的で、平成 28 年度から、紹介状を持たずに特定機能病

院を受診する場合は、初診料以外の特別の負担（選定療養費）の徴収が義務化されています。  

特定機能病院の主な要件 

（１）高度の医療の提供、開発および評価、並びに研修を実施する能力を有すること。  

（２）他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。（紹介率 50％以上、逆紹介率

40%以上）  

（３）病床数：400 床以上の病床を有することが必要。  

（４）人員配置  

ア）医師：通常の病院の２倍程度の配置が最低基準。医師の配置基準の半数以上がいずれかの専門医 

イ）薬剤師：入院患者数÷30 が最低基準（一般は入院患者数÷70）  

ウ）看護師等：入院患者数÷２が最低基準（一般は入院患者数÷３）  

エ）管理栄養士１名以上配置  

（5）構造設備：集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要 

【表】本県の特定機能病院 

医療圏 医療機関名 住所 

長崎 長崎大学病院 長崎市坂本１丁目７番１号 

（２）地域医療支援病院 

●患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、

医療機器等の共同利用の実施等、地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力

を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事

が個別に承認します。 

地域医療支援病院の主な要件 

（１）開設主体：原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等 

（２）紹介患者中心の医療を提供していること。具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。 

ア）紹介率が80％以上であること 

イ）紹介率が65％以上であり、かつ、逆紹介率が40％以上であること       

ウ）紹介率が50％以上であり、かつ、逆紹介率が70％以上であること 

（３）建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること 

（４）救急医療を提供する能力を有すること 

（５）地域医療従事者に対する研修を行っていること 

（６）原則として200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること 

●地域医療支援病院が効果的に機能することが、地域の医療連携体制の構築にとって極めて重要です。

地域医療支援病院の役割を、地域の医療関係者はもとより、患者や住民に周知し、診療内容等を理解

してもらう必要があります。 

●地域医療構想における医療機能の分化、連携を進めるにあたっては、救急医療等を担う地域医療支援

病院の役割を明確にするとともに、地域における認識の共有を進めます。 
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【表】本県の地域医療支援病院 

医療圏 医療機関名 住所 

長崎 

地方独立行政法人長崎市立病院機構 

長崎みなとメディカルセンター 
長崎市新地町６番３９号 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

長崎県済生会支部済生会長崎病院 
長崎市片淵2 丁目５番１号 

日本赤十字社 長崎原爆病院 長崎市茂里町３番１５号 

佐世保県北 

佐世保中央病院 佐世保市大和町１５番地 

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 佐世保市平瀬町９番３号 

独立行政法人労働者健康安全機構 

長崎労災病院 
佐世保市瀬戸越２丁目１２番５号 

国家公務員共済組合連合会 

佐世保共済病院 
佐世保市島地町１０番１７号 

県央 

独立行政法人国立病院機構 

長崎医療センター 
大村市久原2 丁目１００１番地１ 

独立行政法人国立病院機構 

長崎川棚医療センター 
東彼杵郡川棚町下組郷２００５番地１ 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

諫早総合病院 
諫早市永昌東町２４番１号 

県南 長崎県島原病院 島原市下川尻町７８９５番地 

（３）公的医療機関等 

●公的医療機関とは、県や市町が設置する公立医療機関や、日本赤十字社、済生会、国民健康保険団体

連合会等による医療機関であり、民間医療機関による提供が困難な救急医療、災害時における医療、

へき地の医療、周産期医療及び小児医療等の政策医療を主に担っています。 

●このほか、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構が開設する医療機関や地域

医療支援病院及び特定機能病院も、高度医療、救急医療等において、地域で重要な役割を担っており、

こうした「公的医療機関等」の病床は、県内で 7,198 床であり、全病床の 28％※を占めています。 

※出典：厚生労働省「医療施設調査」（令和 4 年10 月 1 日現在） 

●高齢化の進行等に伴い増加する医療費の抑制や自治体財政の健全化が求められる中で、公立医療機

関は地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくため、これまで以上に経営の効率

化を図るとともに、民間医療機関も含めた相互の機能分担と連携を強化する必要があります。 

●病院事業を設置する地方公共団体では、国が示す「公立病院改革ガイドライン」に基づき、経営効率

化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しを図っており、本県は平成 27 年度までに、離島へき

地の医療機関を中心に、率先した再編を行ってきました。 

●平成 27 年度には、これに地域医療構想の実現に向けた役割の明確化を加えたガイドラインが示され

ており、本県では、これに基づく改革プランを、平成 28 年度までに全ての公立病院で策定しました。

また、令和 3 年度には持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライ

ンが示され、令和 5 年度までに全ての公立病院で経営強化プランを策定することとしています。 

●地域医療構想調整会議においては、公的医療機関等の役割の明確化に加え、民間医療機関を含めた役

割の整理を行います。また、離島・へき地の医療を担う公立医療機関は、必要な医療の確保と、人材
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の効果的な確保について中心的な役割を担う必要があります。平成 29 年度には、国の通知に基づき

対象の公的医療機関等において、地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等 2025 プラン」を策定し

ました。 

【表】県内の公的医療機関等（病院）の一覧と役割 

医療圏 医療機関名 
救急 
告示 

病院
群輪

番制 

救命

救急
セン
ター 

災害拠
点病院 

周産期

母子医
療セン
ター 

がん診

療連携
拠点病

院 

がん診
療連携
推進・

離島中
核病院 

精神科救
急拠点 

認知症

疾患医
療セン
ター 

長崎 

（国大）長崎大学病院   
● 

(高度) 

● 

(基幹) 

● 

(総合) 
●   ● 

（地独）長崎みなとメディカル

センター 
● ● ● ● ● ●    

（済生会）済生会長崎病院 ● ●  ●      

（日赤）長崎原爆病院 ● ●  ●  ●    

（国立）長崎病院          

佐世保

県北 

（地独）佐世保市総合医療セン

ター 
● ● ● ● ● ●    

（独法労）長崎労災病院 ● ●  ●      

（共済）佐世保共済病院 ● ●        

社会医療法人財団 白十字会 

佐世保中央病院 
● ●     ●  ● 

（地独）北松中央病院 ● ●  ●      

平戸市民病院 ●         

平戸市立生月病院 ●         

（独法地）松浦中央病院 ●         

県央 

（国立）長崎医療センター ● ● 
● 

(高度) 

● 

(基幹) 

● 

(総合) 
●    

（国立）長崎川棚医療センター ● ●        

（独法地）諫早総合病院 ● ●  ●   ●  ● 

（日赤）長崎原爆諫早病院 ● ●        

大村市民病院 ● ●        

（病企）精神医療センター        ●  

県南 
（病企）長崎県島原病院 ● ●  ●  ●    

公立小浜温泉病院 ● ●        

五島 
（病企）長崎県五島中央病院 ● ●  ●   ●  ● 

（病企）長崎県富江病院 ●         

上五島 （病企）長崎県上五島病院 ● ●  ●   ●  ● 

壱岐 （病企）長崎県壱岐病院 ● ●  ●   ●  ● 

対馬 
（病企）長崎県対馬病院 ● ●  ●   ●  ● 

（病企）長崎県上対馬病院 ● ●        

※（国大）：国立大学法人 （地独）：地方独立行政法人 （国立）：国立病院機構 （独法労）：独立行政法人労働者健

康安全機構 （独法地）：独立行政法人地域医療機能推進機構 （病企）：長崎県病院企業団 

※救急告示、病院群輪番制、救命救急センターについては「第 2 章第 7 節 救急医療」を、災害拠点病院は「第 2

章第10 節 災害医療」を、周産期母子医療センターは「第 2 章第 9 節 周産期医療」を、がん拠点病院、がん推

進・離島中核病院は「第2 章第1 節 がん医療」を、精神科救急拠点は「第 2 章第 5 節1 精神科医療」を、認

知症疾患医療センターは「第2 章第 5 節2 精神科医療（認知症医療）」をご覧ください。 
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３．計画の評価と公表  

●医療計画の実効性を高めるため、計画の評価、進捗管理と必要に応じた見直しを行います。   

●評価は、施策に対する指標の適合性、数値目標等の達成状況、現状を把握する新たな指標の見直し等

について行い、その結果を医療計画の見直しや、次期医療計画に反映させます。 

●評価は、５疾病６事業及び在宅医療にかかる各施策の方向性、二次医療圏ごとの施策の方向性の進捗

状況について実施し、必要に応じて、施策や指標の追記や削除、修正を行い、より実効性のある医療

計画への発展を目指します。 

●地域医療構想については、各構想区域における機能分化・連携の進捗状況検証のための分析・評価や

調整会議での協議の結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

●評価、見直しの内容については、長崎県保健医療対策協議会、各地域保健医療対策協議会からの意見

を付して長崎県医療審議会に諮ることとします。  

●評価の結果については、評価の基礎となった指標や施策の内容及び評価体制も含め公表します。 

●各医療機能を担う医療機関名の変更については、法令により長崎県医療審議会に諮る必要がある場

合を除き、原則として許認可または届出等の手続きの終了をもって計画変更されたものとみなし、速

やかに公表することとします。 
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１．医療圏 

（１）医療圏 

●「医療圏」は、地域における基本的な医療から全県的な高度・専門医療まで、県民が必要とする医療

サービスを適切に提供するため、医療資源の適正な配置や医療機関相互の機能分担と連携を推進す

る地域的単位として設定します。 

ア）一次医療圏  

●住民に密着した頻度の高い日常的な医療が展開される地域です。休日夜間の初期救急医療体制のほ

か、介護保険サービスや母子保健事業など、医療と一体となって推進する事業が市町によって担われ

ています。また、かかりつけ医や訪問看護ステーションが主体となって行う「在宅医療」は介護保険

サービスと連携して体制を構築する必要があります。このことから、市町を一次医療圏と定義しま

す。 

イ）二次医療圏 （医療法第30条の４第２項第14号に規定する区域） 

●医療法においては、主として、「病院の病床（精神病床、感染症病床及び結核病床等を除く）及び診

療所の病床の整備を図るべき地域的単位」として定められています。 

●比較的専門性の高い領域も含めて、入院医療などの一般的な医療がおおむね完結できる体制づくり

を目指す地域的単位であり、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等

の社会的条件を考慮したうえで、県が、医療計画の最も基本となる圏域として設定します。 

●本計画において、特に記載がない限り、「医療圏」という用語は、二次医療圏を指します。 

ウ）三次医療圏（医療法第30条の４第２項第15号に規定する区域） 

●医療法においては、特殊な診断や治療を必要とする医療需要や高度又は専門的な医療に対応するた

めに設定する区域であり、原則として都道府県を単位することとなっています。 

●高度で専門的な医療の提供にあたっては、専門性の高い人材や医療機器等の整備など、二次医療圏単

位で整備することが非効率な面があり、県全域を三次医療圏として設定します。 

【図】医療圏のイメージ図 

 

第４節 医療圏と基準病床 

 

 
三次医療圏 

特殊な診断や治療、高度・専
門的な医療など 

二次医療圏 二次医療圏 

二次医療圏 

入院・救急医療など 

患者の移動 

（流出・流入） 

一次医療圏 

外来医療・介護サー
ビスなど 
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（２）二次医療圏の設定 

●本県は、二次医療圏として、前回計画において、次表のとおり本土４、離島４の合計８地域に分けて

設定しています。 

●本土の医療圏について、長崎、佐世保県北、県央医療圏は、都市部にそれぞれ中核となる基幹病院が

あります。また、県南医療圏については、県と関係市町で構成する一部事務組合である「長崎県病院

企業団」（以下、「病院企業団」という。）が運営する病院等が、地域の拠点的な機能を担っています。 

●各医療圏の入院受療動向を分析すると、急性心筋梗塞、脳卒中など、発症後すぐに治療が必要な疾患

については、各医療圏における完結率が高く、ある程度医療圏で対応できている状況といえます。 

●離島の医療圏については、人口が減少しているほか、特に圏域外への患者の流出が大きくなっていま

すが、その地理的特性から圏域間の移動が容易にできない地域であり、可能な限り医療圏域内での医

療提供体制の確保を目指していくべき地域といえます。 

●このため、本計画においても、引き続き次表のとおり、８つの二次医療圏を設定します。 

【表】二次医療圏とその構成市町 

二次医療圏の名称 構成市町 

長崎 長崎市・西海市・長与町・時津町 

佐世保県北 佐世保市・平戸市・松浦市・佐々町 

県央 諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町 

県南 島原市・雲仙市・南島原市 

五島 五島市 

上五島 新上五島町・小値賀町 

壱岐 壱岐市 

対馬 対馬市 

【図】本県の二次医療圏 

         

対馬 

壱岐 

五島 

上五島 

佐世保県北 

県央 

長崎 

県南 

人口：23,938 人 

面積：139.42k ㎡ 

人口密度：172 人 

人口：299,971 人 

面積：823.94k ㎡ 

人口密度：364 人 

人口：263,449 人 

面積：636.06k ㎡ 

人口密度：414 人 

人口：122,776 人 

面積：467.40k ㎡ 

人口密度：263 人 

人口：18,872 人 

面積：239.49k ㎡ 

人口密度：79 人 

人口：27,271 人 

面積：707.42k ㎡ 

人口密度：39 人 

人口：33,233 人 

面積：420.12k ㎡ 

人口密度：79 人 

人口：493,061 人 

面積：697.13k ㎡ 

人口密度：707 人 

※令和４年10 月の推計人口による 
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（３）二次医療圏の設定にあたり検討した事項 

●国の通知では、人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床

の推計流入入院患者割合が 20％未満、推計流出入院患者割合が 20％以上となっている二次医療圏

については、設定の見直しについて検討する必要があると指摘されています。 

●本土の医療圏では、前回計画から引き続き、県南医療圏がこれに該当しています。このため、二次医

療圏の設定について地域の関係者の意見を聴きながら検討を行いました。 

●その結果、県南医療圏については、一定の流出がありながらも、脳卒中、急性心筋梗塞等の急性期機

能は一定確保されており、また、構成３市のうち、島原市、南島原市の動向をみると、圏域内の完結

率が高く、本計画においては、引き続き単独の医療圏として整理します。 

 

２．基準病床制度 

（１）算定の趣旨 

●基準病床数は、病院及び診療所の病床の適正配置を促進することを目的として、 医療法第 30 条の

４第２項第 17 号の規定に基づき定めるものです。 全国の平均的な入院受療率や、在院日数などを

用いて、性年齢別の人口構成に基づき、地域の基準となる病床数を算定します。 

●医療法の規定により、療養病床及び一般病床に係る基準病床数は二次医療圏ごとに、精神病床、感染

症病床及び結核病床は県全域で定めます。 

●既存病床数は、医療法第７条の２第４項の規定に基づき、一般住民の医療需要に対応する観点から、

事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院や重症心身障害児施設である病院の病床を除外

するなど所要の補正を行っています。また、診療所の一般病床は、医療法改正の経過措置により、平

成 19 年１月１日以後に使用許可を受けたものに限って算定しています。 

●本計画で定めた基準病床数を既存病床数が上回っている二次医療圏、いわゆる「病床過剰地域」にお

ける、病院の開設、増床、病床の種別の変更又は診療所の病床の設置、増床に関しては、開設の中止、

増床数の削減等の知事の勧告の対象となります。なお、移転や開設者の変更などに伴う開設の場合

で、病床の増加がないときは知事の勧告の対象とはなりません。 

●診療所において一般病床を設置する際は、医療法第 7 条第３項に基づく許可が必要ですが、医療法

第 30 条の７第２項第２号に掲げる医療（在宅医療）の提供や、地域包括ケアシステムの構築のため

に必要な診療所、へき地の医療、周産期医療、小児医療、救急医療その他の地域において良質かつ適

切な医療が提供されるために必要な診療所であって、医療審議会の議を経た場合は、知事への許可申

（地域医療構想における県南医療圏の検討内容） 

・県央区域に地理的に近接している雲仙市から、県央区域への入院患者の流出が多くみられる。疾患別にみる

と、他区域に比べ特に脳血管疾患や糖尿病の人工透析について県央への流出が多い。 

・島原市及び南島原市いずれも８割以上が県南区域の医療機関に入院している。 

・計画中の南島原市から諫早インターチェンジを結ぶ地域高規格道路である「島原道路」が整備されれば、南

島原市の一部地域を除き、県央の三次救急病院まで緊急車両により 60 分圏内で結ばれる予定であるが、全線

開通時期は未定である。 
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請の代わりに届出により病床が設置されることとなるため、勧告の対象とはなりません。 

（２）療養及び一般病床の基準病床数 

 ●療養及び一般病床の基準病床は下記の計算式で算定しています。 

 【図】療養及び一般病床の基準病床の算定式（概要） 

 

【表】療養及び一般病床の基準病床数（単位：床） 

医療圏 基準病床数（A） 既存病床数（B） 差（B）－（A） 

長崎 5,274 7,296 2,022 

佐世保県北 3,323 4,423 1,100 

県央 3,343 3,390 47 

県南 1,126 1,635 509 

五島 412 502 90 

上五島 234 190 △44 

壱岐 269 395 126 

対馬 365 282 △83 

合計 14,346 18,113 3,767 

※既存病床数は、令和５年９月 30 日現在。 

●なお、療養及び一般病床の整備を行う際には、地域で整備する病床数の上限である基準病床数と地

域医療構想において推計した 2025 年の病床必要量について整合を図る必要があることから、引

き続き地域医療構想調整会議等で地域の関係者の意見を聴きながら検討を行います。詳しくは「第

4 章 地域医療構想」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

性年齢階級別人口 
他の医療圏へ
の流出入 

介護施設、在宅
医療等で対応
可能な数 

1/病床利
用率 

性年齢階級別人口 

九州ブロックの性別

及び年齢階級別一般

病床退院率 

九州ブロックの 

平均在院日数 

総和 

総和 

× ー 
＋ 

ー 
× 

合計 

療養病床 

合計 

× ＋ 

ー 
× 

他の医療圏へ
の流出入 

1/病床利
用率 

× 

一般病床 
＋ 

全国平均の性別及び
年齢階級別療養病床
入院受療率 
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（３）精神病床の基準病床数 

 ●精神病床における基準病床は下記の計算式で算定しています。 

【図】精神病床の基準病床の算定式（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表】精神病床の基準病床数 

 基準病床数（A） 既存病床数（B） 差（B）－（A） 

県全体 5,715      7,661 1,946 

※既存病床数は、令和 4 年 6 月 30 日現在（精神保健福祉資料）。 

（４）結核・感染症病床の基準病床数 

●国の通知に基づき、結核患者数や退院までに要した平均日数などにより算出し、次のとおり定めま

す。 

【表】結核病床の基準病床数 

 基準病床数（A） 既存病床数（B） 差（B）－（A） 

県全体 55 83 28 

※既存病床数は、令和 5 年 10 月 1 日現在（県の医療政策課調べ）。 

●国の通知に基づき、感染症予防法に定める第１種感染症指定医療機関及び第２種感染症指定医療機

関の感染症病床の数を合算し、次のとおり定めます。 

【表】感染症病床の基準病床数 

 基準病床数（A） 既存病床数（B） 差（B）－（A） 

県全体 42 42 0 

※既存病床数は、令和 5 年 10 月 1 日現在（県の医療政策課調べ）。

＋ 

ー 
他の医療圏への流出入 

1/病床利用率 × 

令和８年におけ
る長崎県の急性
期患者数推計値 

＋ 
令和８年におけ
る長崎県の回復
期患者数推計値 

＋ 

＋ 

令和８年におけ
る長崎県の慢性
期患者数推計値 
(認知症を除く) 

× 

× 

政策効果 
（１－Ａ） 

令和８年におけ
る長崎県の慢性
期患者数推計値 

(認知症) 

政策効果 
（１－Ｂ） 
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参考 

基準病床の算定式（「医療計画について」厚生労働省医政局長通知〔抄〕(R5.3.31,R5.6.15 最終改正)） 

（１）療養病床及び一般病床に係る基準病床数 

アの算定式により算出した数と、イの算定式により算出した数に、ウにより算定した数を加減した数の合計数を標準とする。 

ア 療養病床 

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口) ×（全国平均の性別及び年齢階級別療養病床入院受療率）の総和 －（介護施設及び在宅医療等で対応可

能な数）＋（０～当該区域への他区域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数）－（０～当該区域から他区域への流出入院患者数の範

囲内で知事が定める数）｝×（１／病床利用率) 

イ 一般病床 

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口）×（当該区域の性別及び年齢階級別一般病床退院率）の総和 × 平均在院日数 ＋（０～当該区域への他

区域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数）－（０～当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲内で知事が定める数）｝×（１／

病床利用率) 

ウ 基準病床数の都道府県間調整について 

なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県内への流入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県との調整協

議を行った上で、都道府県間を超える患者の流出入について、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加減することができる。ただし、ア

からウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計数は、 

｛（当該区域の性別及び年齢階級別人口）×（全国平均の性別及び年齢階級別療養病床入院受療率）の総和 －（介護施設及び在宅医療等で対応

可能な数）｝×（１／病床利用率）＋（当該区域の性別及び年齢階級別一般病床退院率）の総和× 平均在院日数 ×（１／病床利用率）及びウに

より二次医療圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計数を超えることはできない。 

※「介護施設及び在宅医療等で対応可能な数」とは、地域医療構想に定める「構想区域における将来の居宅等における医療の必要量」のうちの以下

の数の合計数から、令和11 年度末時点における以下の数の合計数に相当する数を比例的に推計した数とする。 

  （ⅰ）慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、医療区分Ⅰである患者の数の70%に相当する数。 

  （ⅱ）慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、入院受療率の地域差を解消していくことで在宅医療等の医療需要とし

て推計する患者の数（（ⅰ）に掲げる数を除く。）。 

（２）精神病床に係る基準病床数 

都道府県の区域ごとに次の算定式により算出した数を標準とする。 

［(令和 8 年における当該都道府県の年齢別の急性期入院患者数の総和)＋(令和 8 年における当該都道府県の年齢別の回復期入院患者数の総和)＋

（令和 8 年における当該都道府県の年齢別の慢性期入院患者数の総和）×｛１-(慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合)｝+（令和 8 年に

おける当該都道府県の年齢別の認知症慢性期入院患者数の総和）×｛１-(認知症慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合)｝＋(精神病床にお

ける他都道府県から当該都道府県への流入入院患者数)－(精神病床における当該都道府県から他都道府県への流出入院患者数)］× (１／精神病

床利用率) 

（３）結核病床に係る基準病床数 

都道府県の区域ごとに都道府県知事が定める数とする。なお、基準病床数の算定に当たっては、「医療計画における結核病床の基準病床数の算

定について」の一部改正について（平成20 年3 月31 日付け健感発第0331001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）を参照すること。 

（４）感染症病床に係る基準病床数 

都道府県の区域ごとに感染症法第 38 条第１項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同

条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算

した数を基準として都道府県知事が定める数とする。 
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１．人口動態 

（１）人口・世帯の動向 

●本県の人口は減少傾向にあり、年齢構成別では、特に若年層の減少が顕著になっています。2030 年

には、65 歳以上の人口が 44 万人となり、全体の約 37％を占めると推計されています。 

【グラフ】本県の年齢構成別の人口の推移とその割合（単位：万人、%） 

 
※出典：「国勢調査」（2025 年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計） 

●将来の高齢者世帯（65 歳以上が世帯主の世帯）数は、全国や九州の平均を上回っており、ピークと

なる 2025 年には 2015 年から 2 万 3 千世帯増加し、全世帯に占める割合は 46.5%と推計されてい

ます。また、高齢者単独世帯数は、2030 年以降も増加する見込みとなっています。 

【グラフ】本県の高齢者世帯数と全世帯に占める割合 【グラフ】本県の高齢者単身世帯数と全世帯に占める割合 

 
※世帯数の単位は千世帯。割合は全世帯に占める割合であり、単位は%。 

※出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（2019 年）」 
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●二次医療圏別の人口構成では、2030 年には、県南医療圏と離島の全ての医療圏で、65 歳以上人口

の割合が 4 割を超え、上五島医療圏では半数以上が 65 歳以上となると推計されています。また、全

ての医療圏で、おおむね 5 人に１人以上が 75 歳以上となると推計されています。 

【グラフ】本県の医療圏別の年齢構成別人口及び割合 

 
※人口の単位は千人 

※出典：2022 年は10 月1 日の推計人口。2030 年は国立社会保障・人口問題研究所による推計。 

（２）出生 

●本県の出生数及び出生率は、全国平均同様減少傾向にあり、令和４年の出生数は 8,364 人となって

おり、平成 22 年と比較すると約３割減少しています。 

【グラフ】本県の出生数と出生率（単位：人） 

 

※出典：厚生労働省「人口動態統計」 

※出生率：人口1,000 人に対する 1 年間の出生数（年間出生数／人口×1,000） 
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●本県の合計特殊出生率は、平成 17 年に 1.45 と過去最低となった後、平成 28 年に 1.71 まで改善

しましたが、平成 29 年以降再び低下傾向にあります。令和 4 年は全国値の 1.26 を 0.31 ポイント

上回る 1.57 で、全国第５位となっています。 

【グラフ】合計特殊出生率（単位：人） 

 

※出典：厚生労働省「人口動態統計」 

※合計特殊出生率：15 歳から49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の

年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当します。 

（３）死亡 

●近年本県の死亡者数及び人口あたりの死亡者数は増加しており、人口 10 万対の死亡者数は 15.2 人

と、全国値を上回っています。 

【グラフ】死亡者数の推移（単位：人） 

 
※出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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●本県の死亡者の死因別の内訳をみると、悪性新生物（がん）が最も多く、全体の約 25%を占めてい

ます。 

【グラフ】主な死因別死亡者数の割合〔長崎県〕（単位：％） 

 
※出典：厚生労働省「人口動態統計」（令和 4 年） 

２．県民の受療動向 

（１）年齢階級別の受療率 

●令和 2 年の患者調査における年齢階級別の受療率では、階級別に違いはあるものの、入院、外来と

もに総数では全国を上回っています。特に入院の受療率が高く、全国と比較して、総数で約 1.7 倍

となっています。 

【グラフ】人口10 万人あたりの患者数（入院）   【グラフ】人口10 万人あたりの患者数（外来） 

    
※出典：厚生労働省「患者調査」〔令和 2 年〕（単位：人） 
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（２）主要傷病分類別入院受療率 

●令和 2 年の患者調査における本県の 75 歳以上の入院患者の疾患別の内訳では、循環器系の疾患（心

疾患、脳血管疾患）、損傷（骨折等）、精神及び行動の障害（統合失調症等）、神経系の障害（アルツ

ハイマー病等）、が多くなっています。 

【グラフ】人口 10 万人あたりの入院患者数（疾患別 単位：人） 

 

 
※出典：厚生労働省「患者調査」（令和 2 年） 

【グラフ】人口 10 万人あたりの入院患者数（年齢構成別 単位：人） 

 
※出典：厚生労働省「患者調査」（令和 2 年） 
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（３）平均在院日数 

●本県の病院における平均在院日数は全国平均を上回っています。ただし、病床の種別にみると、療養

病床では全国平均を下回っています。 

【表】病院の平均在院日数（令和４年 単位：日） 

医療圏等 全病床 療養病床 一般病床 

長崎 37.5 73.2 17.2 

佐世保県北 34.4 106.4 15.4 

県央 41.1 170.5 21.5 

県南 38.6 77.8 16.8 

五島 21.7 117.9 19.1 

上五島 17.0 19.5 13.8 

壱岐 27.8 93.9 17.0 

対馬 19.9 - 17.5 

県全体 36.4 87.7 17.6 

全国 27.3 126.5 16.2 

 

 

（４）患者住所地（医療圏）別の受療動向 

●平成 29 年の患者調査における本県の患者住所地（医療圏）別の入院の受療動向をみると、県南医療

圏と離島の医療圏で他医療圏への患者の流出が多い傾向となっています。 

【表】病院の療養病床及び一般病床の推計入院患者数（単位：人、％） 

患
者
住
所
地
医
療
圏 

人数
（人） 

医療機関所在地 

合計 長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県外 

長崎 6,193  5,744  171  167  22  4  4 - - 81  

佐世保県北 3,713  64  3,298  144  - - - - - 207  

県央 2,896  131  81  2,488  56  - - - - 140  

県南 1,844  70  - 401  1,344  - - - - 29  

五島 445  72  -  8  2 350  - - - 13  

上五島 247  26  12  12  - 2  172  - - 23  

壱岐 404  4  - 5  2 - - 258  - 135  

対馬 343  - 3 14 - - - - 234  92  

患
者
住
所
地
医
療
圏 

割合(%) 
医療機関所在地 

 長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県外 

長崎  92.75 2.76 2.70 0.36 0.06 0.06 - - 1.31 

佐世保県北  1.72 88.82 3.88 - - - - - 5.58 

県央  4.52 2.80 85.91 1.93 - - - - 4.83 

県南  3.80 - 21.75 72.89 - - - - 1.57 

五島  16.18 - 1.80 0.45 78.65 - - - 2.92 

上五島  10.53 4.86 4.86 - 0.81 69.64 - - 9.31 

壱岐  0.99 - 1.24 0.50 - - 63.86 - 33.42 

対馬  - 0.87 4.08 - - - - 68.22 26.82 

※出典：厚生労働省「患者調査」 

 

 

【グラフ】平均在院日数の推移（単位：日） 

※出典：厚生労働省「病院報告」 
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【表】令和元年度の診療報酬（外来の初診料）の状況（単位：％） 

患
者
住
所
地
医
療
圏 

割合(%) 
医療機関所在地 

合計 
（件数） 長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県外 

長崎 343,015 95.44 2.03 1.12 0.12 0.03 - - - 1.26 

佐世保県北 181,940 0.56 92.86 1.25 0.05 - - - 0.01 5.28  

県央 157,953 3.88 2.62 89.70 1.01 - - - - 2.78 

県南 106,961 1.98 0.14 14.09 82.24 - - - 0.01 1.54  

五島 23,341 6.89 0.15 0.77 0.08 90.06 - - - 2.06 

上五島 8,505 20.32 15.51 2.12 0.12 1.79 55.07 - - 5.08  

壱岐 13,482 0.16 0.07 0.24 - - - 88.76 - 10.76 

対馬 14,643 0.89 0.21 1.05 0.20 - - - 79.26 18.38  

【表】令和元年度の診療報酬（病院の入院基本料等）の状況（単位：％） 

患
者
住
所
地
医
療
圏 

割合(%) 
医療機関所在地 

合計 
（件数） 

長崎 佐世保県北 県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬 県外 

長崎 123,062 94.70 2.51 2.19 0.11 - - - - 0.49 

佐世保県北 67,994 1.61 89.65 3.44 0.01 - - - - 5.29 

県央 56,178 6.25 2.69 85.48 2.14 - - - - 3.43 

県南 39,123 3.77 0.09 18.10 77.04 - - - - 1.00 

五島 9,427 14.55 0.13 2.45 - 80.61 - - - 2.26 

上五島 5,342 16.27 9.04 2.23 - - 69.23 - - 3.24 

壱岐 8,563 - - 0.78 - - - 78.10 - 21.11 

対馬 7,207 0.35 - 1.91 - - - - 72.39 25.35 

※出典：国のナショナルデータベース（NDB）（国民健康保険、後期高齢者医療制度） 

※端数の関係で合計が100 にならない場合があるほか、10 件未満は「-」と表示されています。 

 

●将来の医療需要については「第 4 章第２節 将来の医療需要」をご覧ください。 
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３．医療施設の状況 

（１）医療施設の状況 

ア）病床数 

●令和４年 10 月１日現在の医療施設調査の結果によると、本県の病床の構成は、全国や九州と比較し

て、精神病床の割合が多くなっています。また、医療圏別にみると、県南や五島医療圏で診療所の病

床の割合が大きくなっています。 

【グラフ】病床の種類別構成割合（単位：床） 

 

イ）施設数 

【表】医療施設の状況（令和４年 10 月 1 日現在〔薬局数は令和５年 3 月末現在〕） 

医療圏 

病院 一般診療所 
合計病床

数 

人口10

万人あた

り病床数 

歯科診

療所数 
薬局数 

施設数 病床数 
施設数 

病床数 
無床 有床 

長崎 51 10,802 537 63 924 11,726 2,378 303 318 

佐世保県北 35 5,517 211 52 702 6,219 2,073 149 165 

県央 32 5,336 198 50 749 6,085 2,310 132 134 

県南 17 2,125 87 28 444 2,569 2,092 72 63 

五島 4 508 31 7 79 587 1,766 14 19 

上五島 1 186 21 1 17 203 1,076 12 12 

壱岐 5 483 16 - - 483 2,018 8 13 

対馬 2 335 33 1 6 341 1,250 13 10 

合計 147 25,292 1,134 202 2,921 28,213 2,200 703 734 

 ※出典：厚生労働省「令和４年医療施設調査」〔薬局数は県の薬務行政室調べ〕 
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（２）病床数の推移 

●国の医療施設調査の結果によると、本県の病床数は、病院、診療所ともに減少しています。病院、診

療所ともに、本県の近年の減少率は全国の状況とほぼ一致しています。 

【グラフ】全国の病床数の推移（単位：床） 

 

【グラフ】本県の病床数の推移（単位：床） 

 
※出典：厚生労働省「医療施設調査」 
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